
様式－１

担当課

件名　　令和8年度九州地方整備局下関港湾事務所外1箇所で使用する電気
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【請求書の送付方法について】
郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への対策、
今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を目的に、電気
料金請求書等の帳票を WEBページでご確認いただく方法をご了承いただ
けますでしょうか。

請求金額の内訳を明示した上で、当局指定の要件
を満たした請求書であれば、Web請求書でも問題
ありません。
なお、当局が確定版請求書をダウンロードをした日
を請求書の受理日とします。

【契約電力について】
現在の契約電力は仕様書記載のとおりでよろしいでしょうか。異なる場合
はご教示ください。
また現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協
議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。
(頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がござい
ます。)

各月の契約電力は、契約書第５条のとおり、その
１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大需要電
力のうち、いずれか大きい値としております。
仕様書に記載の契約電力は想定ですが、いずれ
の施設もこれまで500kW以上になったことはありま
せん。

【計量日について】
現在の計量日をご教示ください。

現在の計量日は毎月１日です。

【途中解約について】
仕様書等に記載の無い、契約期間中に施設の閉鎖や移転等により電力
の供給停止に伴う途中解約が発生する場合、協議のうえでの解約となり
ますがご了承いただ けますでしょうか。

問題ありません。

【電力供給会社について】
現在の電力供給会社をご教示ください。

現在の電力供給会社は中国電力株式会社です。

【料金の請求について】
弊社では、計量結果の報告(通知書)を請求書に記載しているご利用の内
訳で替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を請求書発行前に
別途行うといった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。
また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承
いただけますでしょうか。

当局では、日々電気が供給されたことの確認を
もって検査としておりますので、検針後に請求書及
び内訳書の発行をしていただいて問題ありませ
ん。

【特定電源割当証明書の提出について】
提出方法についてはPDFデータをメールにて送付という形でもよろしいで
しょ うか。
また、証明書の押印について電子印(角印)にてご了承いただけますでしょ
うか。

問題ありません。

【お支払い条件について】
弊社では請求書を受領していただいてから30日以内のお支払いをお願い
しておりますがご対応いただけますでしょうか。

支払については、契約書第８条第１項のとおり、発
注者は供給者から適法な請求書を受理した日から
３０日以内に支払うものとしております。

【料金のお支払方法について】
弊社では料金のお支払方法を銀行振込み、または口座振替のいずれか
でお願いを しておりますが、ご了承いただけますでしょうか。

銀行振込であれば対応可能です。

【政府の電気料金支援について】
電気•ガス価格激変緩和対策措置や酷暑乗り切り緊急支援などの政府の
支援政策 が再度実施されることとなった場合、弊社では燃料費調整単価
からのお値引きではなく、別項目を設けてのお値引きとなります。ご了承い
ただけますでしょうか。

問題ありません。

【請求書の発行について①】
弊社では仕様書や契約書(案)に記載がない場合、供給施設内にご入居さ
れている企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ません。供
給地点特定番号毎の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょ
うか。

問題ありません。【請求書の発行について②】
弊社では仕様書や契約書(案)に記載がない場合、各施設をまとめた一括
請求について発行することができません。供給地点特定番号毎の個別で
の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。
一括請求をご希望の場合、各施設で計量日が異なる場合まとめて請求書
を発行する事が出来ませんがご了承いただけますでしょうか。
また、一括請求の場合、請求書は郵送となり需給施設毎の内訳書につい
ては、WEB ページ上での閲覧及びダウンロードをお願いしております。ご
了承いただけます でしようか。

問題ありません。

質問事項に対する回答書

経理調達課 契約企画係
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【燃料費(等)調整単価について】
契約期間中は、みなし小売電気事業者(中国電力株式会社様)の入札時
の約款に基づく単価を適用させていただいていただきますが、問題ござい
ませんでしょうか。

契約書第２条第４項に記載のとおり、「燃料費調整
額、離島ユニバーサルサービス調整額、市場単価
調整額は、本契約の需要地を管轄する旧一般電
気事業者が定める入札時における標準供給条件
の算定方法によるもの」としております。


